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Ⅳ．審査基準等

ご留意ください
本資料は、一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）の新規許可申
請をご検討されている方のために、本制度の概要や、申請から許可取得までの
流れを簡単に記したものです。

北海道運輸局ＨＰには、審査基準などが掲載されておりますので、申請の前に
そちらをご確認ください。



Ⅰ．福祉輸送事業限定許可の概要

福祉輸送事業限定の許可とは、道路運送法第４条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）
の許可のうち、障害者等の運送に業務を限定した許可です。

一般のタクシー

福祉輸送事業限定許可

福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は以下の①～⑤に掲げる者及びその付添人とする。
① 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
② 介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者
④ 上記①～③に該当する者の他、肢体不自由、内部障害、知的障害及び

 精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、
単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者
による搬送サービスの提供を受ける患者

１．福祉輸送事業限定の許可とは

２．旅客の範囲の制限

３．営業方法等の制限

一般のタクシーとは違い、流し営業や客待ちが出来ません。
運送の引き受けは、営業所にて行わなければなりません。

４．使用できる車両

①福祉車両
車いす自動車若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた
自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の条項を容易にするための装置を設けた自動車

②セダン型等の一般車両
上記①以外の一般車両
※福祉車両以外の車両を使用する場合は、下記の要件を満たす必要。
・財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員修を終了していること
・介護福祉士の資格を有していること
・訪問介護員の資格を有していること
・サービス介助士の資格を有していること
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Ⅰ．福祉輸送事業限定許可の概要

５．運賃について

① ケア運賃（設定必須）
・下記②③以外の場合。
・介護運賃を設定しない場合は自動認可運賃に準ずる額。

② 介護運賃
・介護支援専門員（ケアマネージャー）が作成する介護サービス計画（ケアプラン）又
は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等
が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送を行う場合。

・設定するためには、訪問介護事業所の指定を受けていることが必要。

③ 民間救急運賃
・福祉輸送サービスのうち、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを
介して、患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送を行う場合。

Ⅱ．許可申請等の手続き

１．運輸開始までの流れ

申請準備 審 査 許 可 後

書類の作成
・許可申請

・運賃認可申請※

・法令試験
・自己資金の挙証
・補正

・登録免許税納付
・事業用自動車の登録
・運行管理者の選任
・整備管理者の選任
・指導主任者の選任
・運輸開始

標準処理期間２ヶ月
（補正に要した期間は含みません）

まずは、許可申請書の書類を作成する必要があります。
ご自身で作成されるか、行政書士等に依頼するなどして作成してください。
標準処理期間は２ヶ月ですので、余裕をもって申請してください。
（申請書類とその作成例は次ページ以降記載しております。）
許可後も運輸開始までに行うべき手続きが多くありますので、注意してください。
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※運賃認可申請は、許可後も提出可能ですが、
    許可申請と同時に提出することをおすすめします。



Ⅱ．許可申請等の手続き

２．申請書類とその作成例

●許可申請書（鑑）
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●事業用自動車の管理体制を記載した書類

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●事業の開始に要する資金の総額

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●資金の調達方法（様式２）

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●休憩施設等の概要（様式３）

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●都市計画法等関係法令に係る宣誓書（様式４）

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●事業用自動車の任意保険等に係る宣誓書（様式５）

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●役員名簿（法人のみ）

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●欠格事由や法令遵守に係る宣誓書（様式６）

Ⅱ．許可申請等の手続き

※法人の場合は役員毎に作成必要
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●社会保険に係る宣誓書（様式７）

Ⅱ．許可申請等の手続き
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●その他の添付書類

Ⅱ．許可申請等の手続き

○営業所、自動車車庫、休憩施設等の概要や付近状況を記載した書類
・案内図
・見取り図
・平面図

○営業所、自動車車庫、休憩施設等の使用権原を証する書類
自己保有・・・不動産登記簿謄本、不動産登記事項証明等
借入・・・賃貸借契約書、使用承諾書等の写し

 （※契約期間１年以上）

○計画する事業用自動車の使用権原を証する書類
自己保有・・・自動車検査証記録事項、譲渡証明書、売買仮契約書等の写し
リース等・・・リース契約書の写し（※リース期間１年以上）

○既存の法人にあっては、次に掲げる書類
・定款又は寄付行為
・登記事項証明
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書

○個人にあっては、次に掲げる書類
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書

○社会保険加入義務者が社会保険等に加入することを証する書類等
○申請者が介護サービス事業者の場合には次に掲げる書類
・訪問介護事業所又は居宅介護事業所に係る指定書等の写し
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☆様式のデータは北海道運輸局ＨＰに掲載しています。

運賃料金設定認可申請

経営許可申請

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabet

su/jidousya/yoshiki/index.html

ＵＲＬ↓

ＱＲコード→

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/yoshiki/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/yoshiki/index.html


３．法令試験

Ⅱ．許可申請等の手続き

申請後、申請者が法令に関する知識を十分に有しているか否かを判断するため、

「法令試験」を実施します。
この試験に合格できなければ許可になりません。

（１）実施時期
・申請日より概ね１ヶ月後を目安に実施。（運輸支局より案内）

（２）実施場所
・札幌運輸支局管内の申請は本局にて実施。
・それ以外は各支局にて実施。

（３）受験資格
・申請者本人
・法人の場合は、許可後に一般乗用旅客自動車運送事業に専従する
役員。（複数名の受験可）

（４）試験範囲（各法令をクリックすると法令検索サイトe-ＧＯＶへ接続されます。）

・道路運送法、同法施行令、同法施行規則
・旅客自動車運送事業運輸規則、旅客自動車運送事業等報告規則
・自動車事故報告規則
※試験当日、自動車六法等の持ち込みが可能です。

（５）問題形式
・○×方式、語群選択方式 全４０問

（６）合格基準
・２８問以上の正解で合格
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https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250
https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075
https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044/
https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021
https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800104


４．資金状況の審査

Ⅱ．許可申請等の手続き

資金状況の審査のため、申請後に残高証明書等を提出していただきます。
※申請日以降、自己資金額が資金計画を下回っていた場合は、許可になりません。

（１）提出するもの
・申請日及び運輸局が指定する日時点の残高を証明する残高証明書
又は申請から法令試験実施日現在の明細が記載されている通帳原本
の提示。

（２）提出時期
・法令試験実施の際に提出。

所要資金合計額以上の金
額を申請日以降常時確保
しなければ、許可になりま
せん。
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Ⅲ．許可後の手続き

許可になったら直ぐに仕事を開始出来る訳ではありません。
運輸開始前に、下記の手続きを終了させる必要があります。

（１）登録免許税の納付
登録免許税法の規定により、許可に対して３万円の税金が発生します。
許可の日より１ヶ月以内に、税務署等で納付する必要があります。

（２）運賃料金設定認可申請
運賃について、許可申請とは別に認可申請を提出し認可を受ける必要があります。
許可申請と同時に提出することができます。
金額や形態につきましては、運輸支局までご相談ください。

（３）運行管理者、整備管理者の選任
車両数が５両以上の場合は、有資格者の選任が必要です。
その場合、運輸支局 検査整備・保安担当へ届出が必要です。

（４）指導主任者の選任
乗務員への指導等を担う、指導主任者の選任が必要です。
全ての事業者で選任が必要です。

（５）事業用自動車の登録
運輸支局 登録担当にて、手続きが必要です。
窓口の混雑が予想されるため、必要書類などは事前にお問い合わせください。

１．運輸開始までの手続き
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☆お問い合わせ先一覧は北海道運輸局ＨＰにてお確かめください。

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/si

kyoku/index.html

ＵＲＬ↓

ＱＲコード→

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html


Ⅳ．審査基準等
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☆掲載ページ
その他の基準等も、北海道運輸局のＨＰに掲載しておりますので、是非ご確認ください。

（１）法人タクシー事業の許可及び認可申請の審査基準

（２）法人タクシー事業の許可及び認可申請の審査基準の細部取扱いについて

（３）一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いについて

（４）福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について

（５）患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の
 許可及び認可申請の審査基準の細部取扱い

（６）一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について

本事業に係る審査基準などを公開しておりますので、申請前にご一読ください。
主な文書は下記のとおりです。

ＵＲＬ↓

ＱＲコード→

１．審査基準等

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunya

betsu/jidousya/haitaku/index.html

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/haitaku/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/haitaku/index.html
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